
十
九
世
紀
の
文
豪
、
ゥ
イ
リ
ァ
ム
・
メ
ィ
ク
ピ
ー
ス
・
サ
ッ
ヵ
レ
ー
の
歴

史
小
説
『
バ
リ
ー
・
リ
ン
ド
ン
卿
の
回
想
録
』
が
ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー
ブ

リ
ッ
ク
監
督
に
よ
っ
て
一
九
七
五
年
に
映
画
化
さ
れ
、
我
が
国
で
も
上
映
さ

（
１
人
）

れ
、
評
判
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
映
画
は
そ
の
細
部
に
お
い
て
、

必
ず
し
も
原
作
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
十
八
世
紀
後
半
に
お

け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
映
像
化
す
る
上
で
は
特
異
の
も
の

で
あ
り
、
華
麗
で
あ
り
、
幻
想
的
で
あ
り
、
耽
美
的
で
あ
り
、
ま
た
頽
廃
的

で
あ
り
、
さ
ら
に
標
記
の
主
題
に
関
わ
っ
て
は
、
実
に
見
事
な
事
例
研
究
の

素
材
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
映
画
の
主
人
公
の
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
・
バ
リ
ー
含
呂
ョ
。
且
雷
弓
己

は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
片
田
舎
の
名
門
で
は
あ
る
が
貧
し
い
家
の
出
身
で
、

幼
く
し
て
父
親
を
亡
く
し
、
母
親
に
育
て
ら
れ
た
が
、
事
件
を
起
こ
し
、
故

特
集
／
女
性
と
財
産

イ
ギ
リ
ス
十
八
世
紀
の
地
主
家
族
に
お
け
る
女
性
と
財
産

は
じ
め
に

郷
を
出
奔
し
、
心
な
ら
ず
も
七
年
戦
争
に
従
軍
し
た
。
大
陸
で
は
イ
ギ
リ
ス

軍
か
ら
脱
走
し
た
も
の
の
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
傭
兵
と
し
て
働
く
羽
目
に
な
り
、

や
が
て
、
ペ
ル
リ
ン
で
い
か
さ
ま
賭
博
師
の
叔
父
の
シ
ェ
バ
リ
エ
・
バ
リ
バ

リ
（
弓
胃
Ｏ
胃
ぐ
巳
寅
号
国
呈
９
１
）
と
出
会
う
。
二
人
は
追
放
同
然
に
。
ヘ

ル
リ
ン
を
脱
出
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
中
の
宮
廷
を
い
か
さ
ま
賭
博
で
荒
ら
し
、

主
人
公
の
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
は
酒
と
女
、
そ
し
て
、
賭
博
に
現
を
抜
か
す
生
活

の
う
ち
に
、
財
を
為
し
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
、
主
人
公
の
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
は
、
う
ら
若
き
リ
ン
ド
ン
夫
人

Ｐ
四
昌
亘
且
Ｃ
ｅ
を
見
染
め
、
そ
の
巨
額
の
資
産
に
引
か
れ
る
。
彼
女
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
リ
ン
ド
ン
の
伯
爵
（
ｇ
目
扇
閉
旦
ご
己
◎
己
で
あ

り
、
バ
リ
ン
ド
ン
の
子
爵
（
三
ｇ
ｌ
ｇ
巨
昌
の
閉
三
冒
三
信
号
己
で
も
あ
り
、

さ
ら
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
リ
ン
ド
ン
の
男
爵
（
雷
８
月
閉
三
ご
目
目
）

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
爵
位
に
相
応
し
い
領
地
を
有
し
て
い
た
。
彼
女
は
結

婚
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
爵
位
を
得
た
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
父
親
か
ら
相

続
し
た
も
の
で
、
彼
女
自
身
の
権
利
で
保
持
し
て
い
た
と
の
設
定
で
あ
る
。

鵜

川

馨
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す
な
わ
ち
伯
爵
夫
人
、
子
爵
夫
人
、
男
爵
夫
人
で
は
な
く
、
女
伯
爵
、
女
子

爵
、
女
男
爵
で
あ
る
。

彼
女
の
従
兄
弟
で
あ
り
、
ま
た
年
上
の
夫
で
も
あ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
レ

ヂ
ナ
ル
ド
・
リ
ン
ド
ン
卿
命
吋
９
塁
＄
寄
誓
国
匡
ご
二
号
Ｐ
ご
侭
言
二

言
弓
）
の
没
後
、
主
人
公
の
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
は
ダ
ブ
リ
ン
で
喪
に
服
し
て
い

る
未
亡
人
に
求
愛
し
、
ロ
ン
ド
ン
の
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
広
場
に
あ
る
聖
ヂ
オ
ー
ジ

教
会
（
稗
．
念
。
『
彊
の
．
冒
弓
く
の
『
９
局
『
⑦
）
で
聖
婚
式
を
挙
げ
、
高
級
住
宅

街
の
バ
ー
ク
レ
イ
広
場
ｅ
①
『
斎
ご
豐
呂
『
①
）
に
邸
を
か
ま
え
る
。
国
王
に

願
い
出
て
、
バ
リ
ー
家
と
リ
ン
ド
ン
家
の
合
体
を
示
す
べ
く
バ
リ
ィ
・
リ
ン

ド
ン
家
（
弓
胃
野
『
ｑ
ご
呂
呂
）
と
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
こ
の
家
名

が
小
説
の
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
。

一
度
結
婚
に
成
功
し
た
上
は
、
極
め
て
横
暴
な
夫
と
し
て
振
る
舞
う
よ
う

に
な
る
。
傍
若
無
人
に
煙
草
を
吸
い
酒
を
飲
承
、
賭
博
に
耽
り
、
女
色
に
溺

れ
る
と
い
っ
た
ふ
し
だ
ら
な
生
活
を
送
り
、
常
に
債
権
者
に
つ
き
ま
と
わ
れ

て
い
た
。

し
か
し
問
題
は
、
リ
ン
ド
ン
夫
人
と
前
夫
チ
ャ
ー
ル
ズ
卿
と
の
間
に
嫡
男

が
儲
け
ら
れ
、
す
で
に
母
親
の
爵
位
の
ひ
と
つ
バ
リ
ン
ド
ン
子
爵
（
言
己

冒
一
言
彊
呂
）
を
名
乗
っ
て
い
る
。
従
っ
て
夫
人
に
万
一
の
こ
と
が
あ
れ
ば
、

全
て
の
財
産
は
こ
の
子
の
も
の
に
な
る
。
ま
た
バ
リ
ン
ド
ン
子
爵
も
こ
の
義

父
を
嫌
い
、
母
と
義
父
に
対
し
て
〈
ム
レ
ッ
ト
の
よ
う
に
振
舞
う
。
し
か
し

二
人
の
間
に
嫡
男
が
出
生
し
、
プ
ラ
イ
ァ
ン
合
『
旨
巳
と
名
付
け
ら
れ
、
こ

の
子
が
母
親
の
財
産
を
相
続
し
、
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
自
身
も
妻
の
財
産
に
対
す

る
権
利
（
鰈
夫
産
、
後
出
参
照
）
を
主
張
す
る
可
能
性
が
で
て
く
る
。
さ
ら

に
自
分
の
立
場
を
確
た
る
も
の
と
す
べ
く
主
人
公
の
レ
ヅ
ド
モ
ン
ド
は
、
賄

賂
を
使
い
、
国
王
に
授
爵
を
願
い
出
る
が
、
叶
わ
ず
、
さ
ら
に
下
院
の
議
席

を
も
失
う
。

ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
を
鎮
圧
す
る
軍
隊
に
従
軍
し
た
バ
リ
ン
ド
ン
子
爵

の
戦
死
の
報
に
接
し
、
万
事
が
好
都
合
に
展
開
し
た
と
思
わ
れ
た
矢
先
に
、

最
愛
の
子
プ
ラ
イ
ァ
ン
が
、
誕
生
日
の
贈
り
物
と
な
る
筈
の
馬
か
ら
落
馬
し

て
急
死
す
る
。
す
べ
て
の
希
望
は
失
わ
れ
る
と
と
も
に
失
意
の
底
に
叩
き
込

ま
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
財
産
目
当
て
の
結
婚
の
目
論
見
も
す
べ
て
水
泡
に

帰
し
た
。
こ
の
よ
う
な
苦
境
に
あ
た
っ
て
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
の
母
親
が
、
自
分

の
息
子
の
世
話
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
リ
ン
ド
ン
家
の
所
領
管
理
を
引
き
受

け
、
嫁
の
財
産
の
保
全
の
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。

映
画
の
場
面
で
、
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
の
母
親
の
傍
ら
で
、
バ
リ
ィ
・
リ
ン
ド

ン
に
与
え
る
僅
か
な
年
金
の
支
払
指
図
書
に
署
名
す
る
リ
ン
ド
ン
夫
人
の
う

つ
る
な
眼
差
し
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
戦
死
し
た
筈
の
バ
リ
ン
ド
ン
子
爵
が
生
還
し
、
バ
リ
ィ
・
リ
ン

ド
ン
に
復
讐
し
、
そ
の
結
果
十
九
年
も
獄
に
繋
が
れ
、
獄
中
で
こ
の
回
想
録

が
執
筆
さ
れ
た
と
結
ば
れ
て
い
る
。

『
バ
リ
ィ
・
リ
ン
ド
ン
』
は
、
サ
ッ
カ
レ
イ
の
比
較
的
初
期
の
作
品
で
、

当
時
の
ポ
ウ
ズ
家
（
弓
言
害
雪
＄
）
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
野
心
の
あ
る
若
者

の
波
乱
万
丈
の
放
埒
な
生
活
を
『
バ
リ
ィ
・
リ
ン
ド
ン
の
幸
運
』
と
題
し
て
、

雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
半
で
は
、
そ
の
悪
運
が
尽
き
、
不
運
の

ど
ん
底
に
落
ち
て
行
く
様
子
を
執
批
に
描
き
、
妻
の
財
産
が
夫
の
自
由
に
は

な
ら
ず
、
法
律
の
手
続
き
に
よ
っ
て
手
厚
く
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
描
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中
世
以
来
英
国
に
お
け
る
婚
姻
は
、
教
会
法
Ｉ
カ
ノ
ン
・
ロ
－
（
ｇ
二
○
国

冒
乏
）
と
市
民
法
（
普
通
法
）
Ｉ
コ
モ
ン
・
ロ
－
（
９
ヨ
ョ
ｇ
冒
乏
）
と
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
十
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
そ
の
基
本
的
関
係
は
変
わ
ら

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
婚
姻
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
慣
行

に
従
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
族
の
キ
リ
ス
ト
教
へ

の
改
宗
を
機
に
、
七
世
紀
以
降
次
第
に
教
会
が
婚
姻
の
問
題
に
か
か
わ
り
を

持
つ
こ
と
と
な
り
、
結
婚
が
教
会
の
聖
莫
（
留
日
四
日
ｇ
ｏ
の
ひ
と
つ
に
加
え

ら
れ
、
聖
婚
式
の
式
文
が
十
二
世
紀
に
確
定
し
、
婚
姻
自
体
に
つ
い
て
は
教

会
裁
判
所
が
、
婚
姻
を
め
ぐ
る
財
産
上
の
問
題
は
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
裁
判
所

か
れ
て
い
て
、
単
に
、
優
れ
た
文
学
作
品
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
大
い
に
道

徳
的
教
訓
を
垂
れ
、
さ
ら
に
法
的
保
護
の
手
続
き
に
つ
い
て
も
教
え
て
い
る
。

そ
の
法
的
手
続
き
と
は
、
「
婚
姻
継
承
財
産
設
定
（
ョ
画
ヨ
僧
の
器
三
目
〕
①
貝
）
」

と
呼
ば
れ
、
十
七
世
紀
に
地
主
階
級
に
普
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下

そ
の
骨
子
と
具
体
例
に
就
い
て
述
べ
て
承
よ
う
。

（
１
）
弓
吾
Ｑ
雪
ざ
『
呑
め
。
、
マ
ミ
重
言
ミ
写
昏
毒
、
、
、
畠
。
。
Ｓ
ご
画
。
毒
の
、
国
学
亭
ミ
こ

め
ご
迂
。
岨
『
負
も
ミ
。
ミ
ミ
ミ
。
ａ
§
欧
Ｓ
厨
ご
萱
②
ロ
ロ
震
晦
ミ
ミ
ト
ミ
ご

記
慧
呈
詩
》
く
。
盲
日
の
三
一
》
三
負
９
国
Ｂ
三
国
胃
昌
Ｆ
旨
ｇ
Ｐ
向
豊
・
》

ｚ
の
言
く
。
呉
恥
シ
三
の
勺
吊
閉
．
尼
霊
．

国
色
言
『
ヒ
ト
旨
ミ
ミ
ベ
ゞ
弓
冒
受
誌
ミ
切
さ
罫
ミ
錘
、
堂
蒼
守
廷
の
冒
員
、
廷

民
邑
ご
尋
》
ご
計
．

一
中
世
英
国
社
会
に
お
け
る
女
性
の
権
利

の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
婚
姻
に
よ
っ
て
女
性
の
財
産
、
特
に
不
動
産
に
つ
い
て
の
権
利
関

（
○
ム
）

係
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
述
べ
て
お
こ
う
。

英
国
の
中
世
社
会
に
お
い
て
、
ケ
ン
ト
州
の
よ
う
に
共
同
相
続
、
あ
る
い

は
均
分
相
続
を
と
る
場
合
が
認
め
ら
れ
る
が
、
原
則
的
に
は
貴
族
層
も
農
民

層
も
嫡
男
の
一
子
相
続
で
あ
っ
た
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
は
末
子

相
続
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
ノ
ル
マ
ン
征
服
（
一
○
六
六
年
）
以
降
は
、
長

子
相
続
が
支
配
的
に
な
る
。
従
っ
て
、
女
子
は
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
嫡
出
の
男
子
を
欠
く
場
合
に
は
、
女
子
に
も
相
続
が
認
め
ら
れ
て

い
て
、
特
に
複
数
の
娘
が
い
る
場
合
に
は
、
均
分
分
割
相
続
が
行
わ
れ
て
い

た
。
結
婚
後
夫
が
死
亡
し
、
嫡
男
が
未
成
年
の
場
合
に
は
、
そ
の
後
見
権
の

故
に
寡
婦
は
夫
の
財
産
に
つ
い
て
も
運
用
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば

十
三
世
紀
後
半
、
オ
ー
マ
ル
伯
夫
人
は
、
実
家
の
デ
ヴ
ォ
ン
伯
が
戦
死
し
、

夫
と
も
死
別
し
た
た
め
に
、
両
伯
爵
領
を
領
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
不

運
の
故
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
随
一
の
女
領
主
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
未

亡
人
の
財
産
は
、
国
王
を
始
め
と
し
て
多
く
の
貴
族
た
ち
の
関
心
の
ま
と
と

（
。
Ｊ
）

な
り
再
婚
話
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
上
記
の
リ
ン
ド
ン
夫
人

の
例
も
同
じ
で
あ
る
。

農
民
、
手
工
業
者
の
場
合
も
同
様
で
、
寡
婦
は
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
次
、

三
男
の
結
婚
の
相
手
と
な
り
得
て
、
領
主
も
農
民
経
営
の
維
持
の
た
め
再
婚

を
勧
め
て
い
る
。

結
婚
前
の
娘
は
父
親
の
庇
護
の
も
と
に
あ
り
、
財
産
の
所
有
は
あ
り
え
な

い
。
結
婚
に
あ
た
っ
て
婚
資
（
号
乏
昌
）
、
持
参
金
（
ョ
騨
三
僧
①
ｇ
三
○
二
）
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が
父
親
か
ら
与
え
ら
れ
る
。

一
度
結
婚
す
る
と
、
妻
に
は
法
人
格
が
与
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
夫
と
妻
と
は
唯
一
の
人
格
で
あ
る
」
と
い
う
教
会
法
学
者
と
コ
モ
ン
・
ロ

－
の
法
曹
家
と
の
共
通
の
理
解
が
あ
り
、
ひ
と
つ
の
肉
体
に
ふ
た
つ
の
魂
が

存
在
す
る
」
と
い
う
表
現
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
婚
姻
中
は
、
夫
人

の
法
的
存
在
は
停
止
し
、
夫
の
存
在
の
中
に
は
合
体
な
い
し
統
合
さ
れ
る
も

の
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
聖
書
に
示
さ
れ
た
婚
姻

観
、
す
な
わ
ち
「
『
創
造
者
は
初
め
か
ら
人
を
男
と
女
と
に
造
ら
れ
、
そ
し

て
言
わ
れ
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
は
父
母
を
離
れ
、
そ
の
妻
と
結
ば
れ
、
ふ

た
り
の
者
は
一
体
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
』
彼
等
は
も
は
や
ふ
た
り
で
は
な

く
一
体
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
が
合
わ
せ
ら
れ
も
の
を
、
人
は
離
し
て
は
な

ら
な
い
。
』
今
タ
イ
伝
福
音
書
、
第
十
九
章
、
第
四
’
六
節
）
の
具
現
化
で

あ
り
、
当
時
夫
と
妻
と
の
関
係
を
「
殿
と
女
ｅ
ミ
。
苫
ミ
寺
ミ
、
）
」
と
呼
び
、

妻
は
「
夫
の
庇
護
下
に
あ
る
婦
人
（
膏
薑
葛
負
８
号
ミ
ミ
》
四
奇
ョ
の
８
く
①
『
○
」

と
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
に
、
当
時
の
社
会
制
度
で
あ
る
封
建
制
の

擬
制
と
し
て
把
握
さ
れ
た
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
上
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
は
夫
婦
の

財
産
関
係
、
権
利
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
に
そ
の
要
約
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

仙
妻
の
物
的
財
産
（
『
の
巴
冒
呂
の
『
ご
〔
不
動
産
〕
）

妻
が
婚
姻
の
時
点
で
所
有
し
、
あ
る
い
は
婚
姻
期
間
中
に
所
有
す
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
土
地
財
産
は
、
婚
姻
中
夫
が
そ
の
士
地
に
対
す
る
不
動
産

権
（
⑦
の
冨
房
）
を
有
し
、
妻
の
同
意
が
な
く
と
も
そ
の
土
地
を
譲
渡
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
婚
姻
に
よ
っ
て
嫡
出
の
男
子
が
出
生
す
る
と
、
夫
は
「
優
遇

措
置
に
も
と
づ
く
（
ご
ｇ
の
８
巨
『
房
の
ご
」
不
動
産
権
〔
鰈
夫
産
台
目
『
房
望

呈
胃
哩
自
ら
〕
を
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ

ま
た
妻
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対

し
妻
は
婚
姻
期
間
中
、
夫
の
同
意
な
し
に
は
自
分
の
土
地
を
譲
渡
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

②
妻
の
人
的
財
産
合
の
『
の
○
コ
巳
卑
ｇ
①
『
ご
〔
動
産
〕
）

動
産
も
夫
婦
の
共
有
で
は
な
か
っ
た
。
婚
姻
時
に
妻
の
所
有
し
て
い
た

動
産
は
、
夫
の
も
の
と
な
り
、
婚
姻
期
間
中
妻
が
権
利
を
得
た
動
産
は
す

べ
て
夫
の
も
の
と
な
っ
た
。
夫
の
死
後
に
初
め
て
動
産
と
債
権
に
対
し
て

権
利
を
主
張
し
得
た
の
で
あ
る
。
夫
は
妻
の
動
産
を
含
め
て
遺
贈
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
に
、
妻
は
夫
の
同
意
が
な
け
れ
ば
遺
言
す
る
こ
と
さ
え
で

き
な
か
っ
た
し
、
そ
の
同
意
も
い
つ
で
も
取
り
消
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

③
夫
の
物
的
財
産

寡
婦
は
、
夫
の
死
後
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
夫
の
土
地
財
産
の
三
分
の

一
を
寡
婦
産
含
ｃ
葛
①
『
）
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

凹
夫
の
人
的
財
産

夫
の
動
産
に
対
し
て
寡
婦
は
全
く
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
夫
は
遺
言
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
動
産
を
妻
以
外
の
者
に
遺
贈
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
際
唯
一
の
例
外
は
、
妻
の
衣
服
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
と
て
も
夫
の
債
権
者
は
債
権
の
一
部
と
し
て
こ
れ
を
取
り
立
て
る
こ

と
が
で
き
た
。
も
う
一
つ
の
例
外
は
、
「
妻
の
特
有
調
度
品
（
Ｅ
３
ｇ
の
‐

『
目
言
）
」
と
称
さ
れ
る
宝
石
、
小
物
、
装
身
具
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
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も
、
夫
の
生
前
は
、
夫
が
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
夫
の
死
後
は
夫

の
債
権
の
返
済
の
一
部
に
充
て
ら
れ
た
が
、
夫
の
遺
贈
の
対
象
と
す
る
こ

と
だ
け
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
夫
が
遺
言
を
し
な
い
で
妻
に
先
立
っ
た
場

合
、
寡
婦
は
夫
の
動
産
の
三
分
の
一
、
夫
の
相
続
人
を
欠
く
場
合
に
は
そ

の
二
分
の
一
に
対
し
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
も
夫
の
債

権
の
支
払
後
に
残
さ
れ
た
動
産
に
限
ら
れ
て
い
た
。

⑤
夫
の
責
任

婚
姻
期
間
中
、
夫
は
婚
姻
前
そ
し
て
、
婚
姻
中
妻
が
負
う
た
債
務
と
妻

の
不
法
行
為
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
夫
の
全
財
産
を
も
っ
て
償
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
訴
訟
に
際
し
て
夫
と
妻
は
共
同
の
被
告
と
な
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
夫
の
死
に
よ
っ
て
婚
姻
が
解
消
さ
れ
た
場
合
、
妻
は
自

己
の
債
務
に
つ
い
て
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
夫
の
不

動
産
権
を
持
っ
て
そ
れ
を
償
う
こ
と
は
で
き
ず
、
妻
の
死
に
よ
っ
て
婚
姻

が
解
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
夫
は
妻
の
遺
産
管
財
人
と
し
て
妻
の
財
産
の

範
囲
の
承
で
責
任
を
負
う
に
と
ど
ま
っ
た
。

⑥
妻
の
契
約

婚
姻
期
間
中
、
妻
は
単
独
で
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
妻

は
夫
の
代
理
人
と
し
て
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

以
上
の
要
約
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
婚
姻
後
の
女
性
は
無
権
利
状
況

に
お
か
れ
て
い
る
。

（
２
）
辺
『
写
の
号
房
國
冒
呉
画
且
卑
ｇ
１
ｏ
三
三
菌
ョ
三
巴
二
閏
三

目
君
国
房
ご
ミ
ミ
同
苫
館
憩
墨
ト
ロ
ミ
言
ご
愚
一
言
葛
ミ
鴎
旦

国
旦
ミ
亀
べ
昼
昂
○
四
ョ
耳
己
鴨
皿
胃
吾
の
ご
己
く
囚
巴
ご
勺
月
朋
》
屍
謂
》

英
国
国
教
会
の
祈
祷
書
（
弓
言
国
。
号
旦
。
§
こ
ざ
苫
、
§
着
意
）
に
収
録

さ
れ
た
式
文
中
、
中
世
の
ミ
サ
聖
祭
の
式
文
は
、
宗
教
改
革
期
に
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
教
義
に
基
づ
い
て
根
本
的
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
聖
婚
式

の
式
文
は
ご
く
最
近
ま
で
中
世
の
そ
れ
と
変
化
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
儀

式
の
隅
々
に
ま
で
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
、
あ
る
い
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時

代
か
ら
の
儀
礼
が
取
り
込
ま
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
基
づ
く
宗
教
的
是

（
４
４
）

認
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

聖
婚
式
は
二
部
に
わ
か
れ
て
い
て
、
第
一
部
は
教
会
堂
の
至
聖
所
（
呂
目
‐

＆
）
の
入
口
で
取
り
行
わ
れ
、
第
二
部
が
至
聖
所
内
で
取
り
行
わ
れ
る
。

第
一
部
は
、
本
来
教
会
堂
の
外
で
行
わ
れ
る
婚
姻
契
約
ｅ
ｇ
ｇ
吾
巴
》

」
の
＠
の
（
ご
〕
（
一
両
二
冑
ざ
ヨ
シ
く
○
一
．
房
ロ
ロ
四
つ
《
些
函
Ｐ
・
一
．
戸
画
画
云
の
『
．
』
苫

昌
ミ
弐
・
包
震
ｇ
ご
雷
ご
圃
葛
廻
房
琴
偏
、
蛸
ミ
韓
冴
ざ
、
幹
Ｆ
ｇ
ａ
ｏ
邑
亜

雪
耳
Ｒ
乏
弓
吾
陣
ｇ
、
．
ご
ご
ゞ
弓
．
閉
？
弓
い
］
．
・
ヘ
イ
カ
ー
著
、
小

山
貞
夫
訳
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
概
説
』
東
京
：
創
文
社
ご
弓
》

つ
ｐ
認
〒
宝
Ｐ
ｏ
８
侭
の
○
儲
口
閂
霞
○
ョ
塑
吊
．
画
苫
蚫
詠
暮
言
謹
言
蛸
ミ
的

。
、
罫
。
弓
言
ミ
鳥
琶
忌
○
、
ミ
《
ミ
鍔
三
四
閉
弗
一
声
『
く
画
己
ご
己
く
①
『
巴
ご

』
》
吊
膀
》
』
④
堂
・
○
茸
煙
冒
Ｒ
×
戸
弓
８
讐
亘
億
三
四
国
Ｑ
ご
く
の
二
呂
邑
四
つ
ロ

］
つ
つ
ｌ
》
『
②
。

（
３
）
鵜
川
馨
『
中
世
英
国
世
俗
領
の
研
究
』
東
京
・
・
未
来
社
、
一
九
六

六
年
、
１
１
皿
頁
。

二
聖
婚
式
文
に
見
ら
れ
る
女
性
の
権
利
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ョ
四
『
国
眉
の
８
く
①
目
昌
）
の
部
分
で
、
第
二
部
が
教
会
堂
の
中
で
行
わ
れ
る
宗

教
的
聖
別
、
祝
福
の
部
分
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
第
一
部
の
分
析
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
の
婚
姻
契
約
の
あ
り
か
た
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

式
の
開
始
前
に
、
新
郎
は
立
会
人
と
と
も
に
、
至
聖
所
の
入
口
に
立
つ
司

祭
の
前
で
花
嫁
の
入
堂
を
待
つ
。
新
婦
は
教
会
堂
の
入
口
か
ら
、
会
衆
席
の

中
央
通
路
を
父
親
に
伴
わ
れ
て
進
承
、
司
祭
の
前
に
新
郎
新
婦
が
揃
っ
て
立

ち
、
式
が
開
始
す
る
。

司
祭
は
、
ま
ず
、
こ
の
結
婚
に
対
し
、
異
議
が
な
い
か
ど
う
か
を
会
衆
に

質
す
。
次
に
花
婿
、
花
嫁
そ
れ
ぞ
れ
に
結
婚
の
意
思
が
あ
る
か
を
質
し
た
上

で
、
司
祭
は
、
「
こ
の
男
に
め
あ
わ
す
た
め
に
、
こ
の
女
を
わ
た
す
者
は
誰
か
」

と
問
う
。
父
親
は
新
婦
の
右
手
を
取
り
、
司
祭
に
渡
す
。
司
祭
は
新
婦
の
右

手
を
新
郎
に
渡
す
。
こ
の
儀
礼
は
今
日
で
も
守
ら
れ
て
い
る
が
、
父
親
が
娘

に
対
す
る
庇
護
権
を
新
郎
に
委
ね
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
こ
で
新
郎

と
新
婦
は
互
い
に
生
涯
添
い
遂
げ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
。
結
婚
の
意
思
の
確

認
後
、
司
祭
に
よ
っ
て
祝
福
さ
れ
た
指
輪
が
新
郎
に
手
渡
さ
れ
る
。
新
郎
は

そ
の
指
輪
を
新
婦
の
左
手
の
無
名
指
に
は
め
、
そ
れ
を
持
ち
な
が
ら
司
祭
に

従
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
「
父
と
子
と
聖
霊
の
御
名
に
よ
っ
て
、

こ
の
指
輪
を
も
っ
て
な
ん
じ
を
め
と
り
、
我
が
も
の
を
な
ん
じ
の
も
の
と
す
。

ア
ー
メ
ン
・
」
と
。
式
文
で
は
、
新
郎
だ
け
が
こ
の
儀
礼
を
行
う
よ
う
に
定

め
ら
れ
て
い
る
。
現
在
は
そ
の
本
来
の
意
味
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
に
指
輪

の
交
換
と
称
し
て
、
新
婦
も
同
じ
こ
と
を
誓
う
こ
と
が
あ
る
。
最
初
の
翻
訳

（
兵
Ｊ
）

で
あ
る
明
治
十
六
年
の
祷
文
で
は
、
「
父
と
子
と
聖
霊
の
名
に
於
て
、
我
こ

の
戒
環
を
も
っ
て
な
ん
じ
を
要
り
、
家
産
を
以
っ
て
汝
の
物
と
す
。
ア
ー
メ

ン
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
さ
だ
か
で
な
い
。
中
世
の

式
文
、
ソ
ウ
ル
ズ
・
ヘ
リ
イ
命
四
房
ｇ
『
己
の
式
文
で
は
、
そ
の
儀
礼
の
直
後

に
、
司
祭
が
「
親
よ
、
こ
の
黄
金
（
の
指
輪
）
と
白
銀
（
の
銀
貨
）
と
は
、

汝
の
死
に
た
る
後
に
い
た
る
ま
で
女
長
ら
え
ん
時
に
、
寡
婦
産
と
し
て
、
汝

の
財
を
ぱ
、
女
に
与
え
ん
こ
と
を
示
す
も
の
な
り
」
と
宣
言
す
る
と
こ
ろ
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
儀
礼
は
寡
婦
産
の
設
定
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

新
婦
に
対
す
る
庇
護
権
を
委
ね
ら
れ
た
新
郎
は
、
そ
の
生
涯
に
わ
た
り
新
婦

を
妻
と
し
て
庇
護
し
、
そ
の
生
活
を
保
証
す
る
。
し
か
し
、
夫
の
死
後
、
家

産
の
三
分
の
一
を
寡
婦
産
と
し
て
設
定
し
、
妻
の
生
活
を
保
証
す
る
こ
と
を

誓
約
す
る
の
で
あ
る
。
黄
金
の
指
輪
と
は
、
そ
の
約
束
の
象
徴
で
あ
る
。
今

日
で
も
夫
の
死
に
あ
た
っ
て
妻
は
そ
の
指
輪
を
返
す
習
慣
が
残
っ
て
い
る
が
、

本
来
は
、
寡
婦
産
の
設
定
を
夫
が
約
し
た
証
拠
の
品
と
し
て
提
出
さ
れ
、
寡

婦
産
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ゲ
ル
マ
ン
法
に
固
有
の
婚
姻
契

約
の
履
行
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
の
動
産
質
合
三
①
后
の
》
○
国
雪
８
ｓ

を
与
え
る
儀
礼
が
教
会
の
聖
婚
式
の
儀
式
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
雪
の
昼
と
い
う
言
葉
は
、
将
来
夫
の
死
後
に
寡
婦
産
と
し
て
現
実

に
土
地
の
引
き
渡
し
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
、
指
輪
あ
る
い
は
銀
貨
が
与

え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
質
物
、
担
保
を
意
味
し
た
が
、
や
が
て
こ

の
語
は
、
結
婚
式
に
関
連
し
て
専
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
な
り
、
乏
巴
と

い
う
語
は
結
婚
す
る
と
い
う
意
味
に
変
わ
り
、
本
来
の
保
証
す
る
と
い
う
こ

と
を
示
す
言
葉
と
し
て
は
、
亘
巴
鴨
な
る
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
４
）
凶
『
戸
弓
冒
呉
陣
嗣
乏
．
三
四
三
色
目
．
ｇ
，
⑤
弾
き
一
．
戸
壱

四
Ｇ
ｍ
・
で
一
］
『
鱈
印
の
い
画
邑
ｇ
ｏ
の
『
①
国
］
○
邑
一
⑦
い
一
三
三
房
ゴ
ウ
①
一
ｓ
〕
ぬ
庁
○
《
ゴ
ー
唾
Ｃ
一
二
三
ヨ
］
⑦
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一
ど
一
宮
一
。
己
函
一
）
①
つ
『
の
印
①
『
く
Ｃ
ニ
ー
ョ
二
一
四
庁
○
ニ
ユ
◎
巨
印
の
ゆ
ず
一
二
の
言
ｃ
『
画
』
一
二
口
匡
〒

匡
厨
》
牙
の
．
国
司
富
”
の
ユ
冒
巴
三
向
邑
哩
厨
ゴ
ｎ
コ
匡
月
戸
弓
ど
の
句
。
。
毒

。
、
Ｏ
ｏ
ミ
ミ
。
薑
、
、
負
篁
ミ
ミ
迂
二
畠
昼
ｓ
ご
Ｓ
圏
ミ
ミ
ロ
ミ
旨
ご
Ｓ
扇

も
》
ｄ
、
○
匂
、
ａ
、
苫
目
⑤
め
い
Ｆ
○
国
・
○
邑
恥
○
×
さ
『
・
己
邑
ど
の
厨
芹
巨
も
３
ｍ
い
つ
ロ

画
の
、
’
四
つ
■
ｏ
の
。
の
『
巴
詞
匡
ご
『
月
云
い
。
『
こ
る
の
巳
①
ヨ
コ
旨
色
匡
○
邑
。
『

三
胃
ユ
ョ
○
昌
．
一
六
六
三
年
の
第
一
祈
祷
書
以
来
全
く
変
化
が
な
い
。

し
か
し
、
最
近
の
改
正
試
案
で
は
、
か
な
り
の
式
文
の
変
化
が
認
め

ら
れ
る
。
９
．
句
宮
寺
、
ミ
ミ
の
ミ
§
ミ
厨
ミ
ミ
ミ
ニ
昏
々
ミ
ミ
ミ

ミ
忌
吊
ご
ミ
畠
（
ど
扁
昌
昌
蔚
の
①
『
ａ
８
．
コ
『
牌
の
⑦
号
巴
．
ｇ
ａ
ｇ

叩
Ｏ
“
ョ
耳
己
帰
ご
己
蔚
『
巴
ご
刃
＄
少
同
旨
①
陣
ｇ
ｏ
三
豊
ａ
８
Ｐ

○
×
ざ
ａ
ご
己
蔚
邑
ご
刃
＄
の
．
の
祠
○
六
．
〕
后
急
．
圏
弓
．
世
界
中

で
最
も
早
く
祈
祷
書
改
正
に
着
手
し
た
日
本
聖
公
会
の
改
正
祈
祷
書

（
一
九
五
九
年
版
）
の
聖
婚
式
の
式
文
は
、
戦
後
の
民
主
化
を
経
過

し
た
後
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
古
い
式
文
を
そ
の
ま
ま
保
っ
て
い

る
。
日
本
聖
公
会
教
務
院
『
日
本
聖
公
会
祈
祷
書
（
救
主
降
世
一
九

五
九
年
改
正
）
』
東
京
恥
日
本
聖
公
会
教
務
院
一
九
五
九
年
、
四
三

三
’
四
四
七
頁
。
な
お
、
一
九
八
六
年
改
正
の
祈
祷
書
で
は
、
大
き

く
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
『
日
本
聖
公
会
改
正
祈
祷
書
』
東
京
》
日
本

聖
公
会
管
区
事
務
所
、
一
九
八
七
年
、
聖
婚
式
、
二
九
八
’
三
一
四

頁
。

（
５
）
『
耶
鰊
降
世
千
八
百
八
十
三
年
、
聖
公
会
祷
文
、
明
治
十
六
年
、

英
美
宣
教
師
著
版
（
下
）
』

婚
姻
中
の
女
性
は
、
財
産
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
無
権
利
状
況
に
置
か
れ
て

い
る
。
結
婚
式
の
誓
約
に
よ
っ
て
、
女
性
の
庇
護
が
、
生
前
は
勿
論
、
死
後

に
つ
い
て
も
及
ぶ
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
妻
の

利
益
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
承
ら
れ
た
。
近
世
に
な
っ
て
も
、
夫
婦
の

財
産
の
共
有
と
い
う
考
え
は
一
般
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
十
九

世
紀
以
降
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
、
妻
が
自
己
の
財
産
を
自
由
に
処
分
す
る

権
限
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前
は
、
「
婚
姻
継
承
財
産
設

定
」
と
い
う
方
策
に
よ
っ
て
妻
の
財
産
の
処
分
権
が
実
質
的
に
確
立
さ
れ
て

い
っ
た
。

十
六
世
紀
と
も
な
る
と
、
社
会
機
構
が
変
化
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
が
規
制

し
よ
う
と
し
た
夫
婦
の
財
産
上
の
関
係
は
実
情
に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
法
が
社
会
の
実
情
に
適
合
的
で
な
く
な
っ
た
場
合
、

コ
モ
ン
・
ロ
－
の
廃
絶
と
い
う
方
策
で
は
な
く
、
エ
ク
イ
テ
イ
（
且
匡
ご
）
に

よ
っ
て
補
正
す
る
方
途
が
と
ら
れ
た
。
エ
ク
イ
テ
イ
と
は
、
。
ハ
ラ
ン
ス
を
取

る
と
い
う
意
味
で
、
衡
平
法
と
訳
さ
れ
て
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
基
づ
い

て
審
理
さ
れ
る
裁
判
所
（
王
座
裁
判
所
、
民
訴
裁
判
所
、
財
務
府
裁
判
所
）

と
は
別
に
、
大
法
官
府
に
お
い
て
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
衡
平
法
で

は
、
夫
と
妻
と
は
別
人
格
と
し
て
扱
わ
れ
、
妻
の
た
め
に
特
有
『
－
－
ス

（
の
ｇ
四
『
ｇ
①
崖
の
①
）
と
い
う
法
理
論
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
、
妻
が
財
産

を
所
有
し
え
な
い
状
況
を
回
避
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
が
そ

三
婚
姻
継
承
財
産
設
定
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の
財
産
を
「
単
独
で
独
立
し
た
使
用
（
の
三
①
四
一
三
の
⑦
冒
国
房
匡
の
①
）
」
し
う
る

よ
う
に
、
信
託
に
付
し
て
、
継
承
財
産
に
設
定
す
る
方
途
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
婦
人
が
独
身
で
あ
っ
た
な
ら
ば
当
然
有
し
た
も
の
と
同
じ
独
立
的

所
有
権
を
婚
姻
後
も
享
受
で
き
る
よ
う
に
、
妻
を
受
益
者
と
す
る
信
託
を
強

制
し
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
婚
姻
継
承
財
産
設
定
と
呼
ば
れ
、
貴
族
、
地

（
Ａ
Ｕ
）

主
階
級
の
子
女
の
権
利
を
保
謹
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
最
近
の
研
究
で
は
、

特
に
貴
族
、
地
主
と
い
っ
た
上
層
階
級
の
承
で
な
く
、
中
産
の
階
層
に
よ
っ

（
７
）

て
も
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
四
『
詞
冒
一
さ
、
一
《
陣
詞
乏
．
三
四
三
四
己
ゞ
９
．
Ｇ
謎
．
》
く
。
｝
．
戸
弓
．

ち
甲
乞
い
ま
た
ユ
ー
ス
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
弓
言
○
．
言
ミ
ミ

、
国
も
ミ
の
。
、
、
曽
只
ご
・
雪
己
ご
ミ
ニ
寄
意
言
》
ミ
・
Ｃ
Ｏ
ミ
ミ
苫
嫡
、
さ
‐

青
の
匂
ミ
ミ
き
ぃ
耐
Ｓ
こ
の
具
国
電
廻
国
員
》
＆
．
ご
声
シ
↑
・
副
い
言
『
》

○
鱈
ヨ
ウ
『
匿
い
の
叩
四
斤
戸
言
の
ロ
コ
茸
⑦
扇
壽
宮
司
『
⑦
の
い
》
］
④
匡
》
く
巳
．
房
つ
ロ

さ
甲
造
Ｐ
］
・
函
．
團
斎
『
．
ｇ
、
皇
．
》
弓
」
沼
ゞ
圏
や
淫
Ｐ
邦
訳
書

ご
卸
ぞ
ミ
ム
孟
四
．

（
７
）
ン
コ
ミ
Ｐ
Ｃ
巳
め
の
固
『
房
云
⑳
。
。
｝
○
○
ヨ
ョ
○
二
置
乏
く
⑦
『
の
こ
め
の
○
ヨ
ヨ
。
。

つ
『
四
９
房
の
如
庁
。
①
こ
め
の
○
『
ヨ
四
『
『
菌
四
①
の
⑦
寓
房
ヨ
の
邑
房
旨
⑦
四
『
ご
ヨ
○
二
⑦
『
邑

向
員
盲
目
．
旨
亜
同
８
》
Ｓ
ミ
房
ご
房
ご
こ
詞
§
ざ
こ
ゞ
雪
巨
器
『
・
く
（
）
一
・

×
Ｆ
一
員
ｚ
Ｐ
］
》
］
ぬ
や
Ｐ
つ
ｐ
画
昌
’
四
Ｐ

四
婚
姻
継
承
財
産
設
定

ｌ
ド
ロ
シ
イ
・
レ
ー
ン
の
具
体
例
Ｉ

一
七
六
○
年
十
一
月
十
六
日
「
婚
姻
継
承
財
産
設
定
」
の
た
め
に
作
成
さ

（
○
Ｏ
）

れ
た
「
不
動
産
譲
渡
証
書
」
が
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
西
部
デ
ヴ
ォ
ン
州
の
西
南
地
方
、
プ
リ
マ
ス
に
近
く
オ
ウ

ト
ン
・
ギ
ッ
フ
ォ
ド
（
ン
篇
８
－
］
○
三
胃
ｅ
村
の
地
主
レ
ー
ン
家
（
弓
言

冒
弓
巴
に
、
ド
ロ
シ
イ
（
ロ
ｇ
ｇ
ご
Ｆ
自
巴
と
メ
ア
リ
イ
ｅ
旨
ご
巨
弓
）

の
二
人
の
未
婚
の
姉
妹
が
い
た
。
レ
ー
ン
家
は
オ
ウ
ト
ン
・
ギ
ッ
フ
ォ
ド
村

の
領
主
で
あ
り
、
同
村
は
素
よ
り
、
周
辺
の
町
、
村
に
不
動
産
を
所
有
す
る

裕
福
な
地
主
で
、
両
親
は
す
で
に
他
界
し
て
い
た
。
こ
の
姉
妹
の
父
親
は
、

こ
の
村
の
領
主
で
あ
る
と
と
も
に
、
教
区
教
会
の
牧
師
（
爵
ｇ
９
ｏ
胃
言

厨
房
巳
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
二
人
は
牧
師
館
含
の
ｏ
ｇ
『
己
に
居
住
し
て

い
た
。
姉
の
ド
ロ
シ
イ
は
、
オ
ウ
ト
ン
・
ギ
ッ
フ
ォ
ド
村
の
新
任
牧
師
の
ジ

ェ
レ
マ
イ
ァ
・
デ
ェ
ヴ
ィ
ズ
Ｑ
①
『
の
三
号
厚
三
の
巴
と
の
婚
約
が
成
立
し
、

近
く
教
会
に
お
い
て
聖
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
と
な
り
、
挙
式
に
先
立
ち
ダ
ァ

ト
マ
ゥ
ス
町
の
牧
師
、
ヘ
ン
リ
イ
・
ホ
ウ
ル
ズ
ワ
ウ
ス
師
含
の
。
昌
冒
匡
切
‐

乏
○
『
三
巳
の
異
ｇ
ｏ
胄
冒
己
三
己
、
オ
ウ
ト
ン
・
ギ
ッ
フ
ォ
ド
村
の
地
主
リ

ッ
チ
ャ
ド
・
ハ
ッ
レ
ル
（
蚕
ｏ
ｇ
ａ
言
『
『
の
ら
〔
父
親
の
親
し
い
友
人
と
推
定

さ
れ
る
〕
と
妹
メ
ァ
リ
イ
を
立
会
人
と
し
て
、
か
つ
受
託
者
と
し
て
、
ド
ロ

シ
イ
の
不
動
産
（
妹
と
均
分
相
続
し
て
い
る
が
、
分
割
で
き
な
い
部
分
は
半

分
）
と
動
産
と
を
譲
渡
す
る
た
め
の
証
書
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。

証
書
の
形
式
は
「
三
通
作
成
の
契
約
書
（
四
三
ｇ
『
三
国
且
ｇ
Ｅ
『
①
）
」

と
い
う
も
の
で
、
ド
ロ
シ
イ
を
甲
と
し
、
ジ
ェ
レ
マ
イ
ア
を
乙
と
し
、
立
会

人
三
名
を
丙
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
署
名
、
捺
印
し
て
い
る
。

そ
の
契
約
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
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仰
花
嫁
の
ド
ロ
シ
イ
は
、
花
婿
の
ジ
ェ
レ
マ
イ
ァ
の
同
意
の
も
と
に
、
ド

ロ
シ
イ
が
妹
の
メ
ア
リ
イ
と
と
も
に
父
か
ら
相
続
し
た
物
的
財
産
を
十
シ

リ
ン
グ
と
い
う
名
目
的
な
価
格
で
、
聖
婚
式
前
に
三
名
の
受
託
者
に
譲
渡

す
る
。
ド
ロ
シ
イ
の
単
独
の
か
つ
独
立
の
使
用
と
な
る
べ
く
、
ド
ロ
シ
イ

の
書
面
に
よ
る
指
図
に
従
っ
て
の
み
、
こ
れ
ら
の
不
動
産
か
ら
の
収
益
が

費
消
さ
れ
る
。

②
ド
ロ
シ
イ
の
夫
が
死
亡
し
た
場
合
、
三
名
の
者
は
、
ド
ロ
シ
イ
、
あ
る

い
は
二
人
の
直
系
卑
属
の
相
続
人
（
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
息
子
、
あ
る

い
は
娘
）
、
そ
の
い
ず
れ
も
欠
く
場
合
に
は
、
彼
女
の
法
定
相
続
人
、
す

な
わ
ち
妹
の
メ
ァ
リ
イ
に
、
彼
女
の
物
的
財
産
を
譲
渡
す
る
。

ド
ロ
シ
イ
が
夫
よ
り
先
に
死
亡
す
る
場
合
に
は
前
記
の
不
動
産
は
五
百

年
に
わ
た
り
三
名
の
者
に
与
え
ら
れ
、
二
人
の
直
系
卑
属
の
相
続
人
の
た

め
に
信
託
さ
れ
、
直
系
卑
属
を
欠
く
場
合
に
は
、
ド
ロ
シ
イ
の
遺
言
に
よ

っ
て
指
定
さ
れ
た
者
、
あ
る
い
は
法
定
相
続
人
の
た
め
に
信
託
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。
そ
し
て
、
夫
に
は
二
百
ポ
ン
ド
を
、
鰕
夫
産
不
動
産
権
の
代

わ
り
と
し
て
与
え
る
こ
と
と
し
、
ド
ロ
シ
イ
の
人
的
財
産
（
動
産
）
を
処

分
し
て
こ
れ
に
充
て
る
。
も
し
動
産
の
売
却
に
よ
っ
て
二
百
ポ
ン
ド
が
調

達
で
き
な
い
場
合
に
、
三
名
の
者
は
前
記
の
物
的
財
産
（
不
動
産
）
を
処

分
す
る
か
、
あ
る
い
は
担
保
と
し
て
借
金
し
、
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
百
ポ
ン
ド
の
支
払
が
完
了
し
た
時
点
で
、
五
百
年
と
い
う
期
間
は
無
効

と
な
る
旨
が
取
り
き
め
ら
れ
て
い
る
。

③
花
嫁
ド
ロ
シ
イ
は
花
婿
ジ
ェ
レ
マ
イ
ァ
の
同
意
の
も
と
に
、
彼
女
の
人

的
財
産
（
種
々
の
債
権
証
券
、
そ
の
他
の
特
有
調
度
品
）
一
切
を
三
名
の

者
に
譲
渡
し
、
ド
ロ
シ
イ
の
「
単
独
に
し
て
、
か
つ
独
立
し
た
使
用
」
に

充
て
る
。
し
か
し
、
付
表
に
列
記
さ
れ
た
「
妻
の
特
有
財
産
、
家
財
道
具
、

什
器
に
つ
い
て
は
例
外
と
し
、
婚
姻
期
間
中
は
夫
も
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
、
通
常
の
使
用
に
よ
る
消
耗
に
つ
い
て
の
責
任
を
免
ず
る
こ
と
が
合
意

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
夫
が
妻
の
所
有
に
か
か
る
牧
師
館
で
生
活

す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
付
表
に
は
鍋
、
釜
、
皿
、
小
鉢

に
い
た
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
物
が
、
各
部
屋
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
証
券
、
債
権
、
そ
の
他
の
動
産
の
管
理
、
運
営
の
一
切
は
、

三
名
の
受
託
者
に
委
ね
ら
れ
、
ド
ロ
シ
イ
の
指
図
に
従
っ
て
そ
の
収
益
は

処
分
さ
れ
る
こ
と
が
取
り
き
め
ら
れ
て
い
る
。

凹
夫
の
ジ
｝
一
レ
マ
イ
ァ
が
死
亡
し
た
場
合
、
す
べ
て
の
人
的
財
産
は
ド
ロ

シ
イ
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
が
信
託
さ
れ
て
い
る
。
ド
ロ
シ
イ
が
死
亡
し

た
場
合
、
家
財
道
具
、
什
器
は
、
夫
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
る
。
前
述
の
よ

う
に
、
そ
の
他
の
人
的
財
産
を
処
分
し
て
得
ら
れ
た
二
百
ポ
ン
ド
の
正
貨

が
夫
に
支
払
わ
れ
、
な
お
、
残
余
が
あ
れ
ば
、
ド
ロ
シ
イ
の
遺
言
に
従
っ

て
遺
贈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
人
的
財
産
の
管
理
、
運
営
は
す
べ
て
三
名
の
受
託
者
に
委
ね

ら
れ
、
特
に
公
私
の
証
券
株
式
へ
の
有
利
な
投
資
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

⑤
花
婿
の
ジ
ェ
レ
マ
イ
ア
は
、
聖
婚
式
の
後
に
、
出
身
地
の
ウ
ェ
イ
ル
ズ

の
カ
ァ
マ
ァ
ゼ
ン
（
ｇ
『
ョ
胃
ｇ
ｇ
旨
君
巴
①
の
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る

州
裁
判
所
で
、
二
か
村
に
あ
る
ジ
ェ
レ
マ
イ
ァ
の
父
の
不
動
産
を
継
承
財

産
に
設
定
す
る
手
続
き
を
行
う
こ
と
を
約
し
て
い
る
。
た
と
え
僅
か
で
あ

っ
て
も
、
夫
の
財
産
が
、
確
実
に
二
人
の
直
系
卑
属
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
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